
『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』による指標

◎新法のイメージ

◎町の平成３０年度決算に係る健全化判断比率（公表すべき指標）

① ―　％ （一般会計が赤字でないため表れません。）

（早期健全化基準　１５％　：　財政再生基準　２０％）

　・普通会計が赤字の場合の、標準財政規模に対する程度を表す指標

② ―　％ （全会計が赤字でないため表れません。）

（早期健全化基準　２０％　：　財政再生基準　３０％）

　・全会計で赤字がある場合、標準財政規模に対する程度を表す指標

③ ８．０％ （平成２９年度　７．６％）

（早期健全化基準　２５％　：　財政再生基準　３５％）

　・一般会計が負担する実質的な公債費の標準財政規模に対する程度を表す指標

④ ５２．０％ （平成２９年度　４８．１％）

（早期健全化基準　３５０％）

　・将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する程度を表す指標

⑤ 公営企業における資金不足比率
（経営健全化基準　２０％） （資金不足でないため表れません。）

　・公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する程度を表す指標

※ 最上町の健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下まわっています。

　『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』における財政指標の対象範囲

・一　般　会　計

普 通 会 計

・国民健康保険事業特別会計

・介護保険事業特別会計

・後期高齢者医療事業特別会計

・最上病院事業特別会計

・介護老人保健施設事業特別会計

公営事業会計 ・水道事業特別会計

・瀬見温泉管理事業特別会計

・農業集落排水事業特別会計

・下水道事業特別会計

・浄化槽事業特別会計

３１年３月３１日現在

・最上広域市町村圏事務組合

加 ・山形県退職手当組合

入 ・山形県消防補償等組合

・山形県後期高齢者医療事業広域連合

・山形県自治会館管理組合

３１年３月３１日現在

出
資 ・(株)最上町地域振興公社

　この法律は平成１９年６月に公布され、これまでの地方自治体の申出による財政再建から、財政指標の
整備と開示を徹底し地方公共団体の自律・自立した地方財政への変革、国が関与しての確実な財政再生で
きる制度として、約半世紀ぶりに財政再建制度を抜本的に見直した法律です。
　この法律による指標は、平成１９年度の決算数値から算定され、監査委員の審査を受けたうえで議会に
報告し、公表することとされています。
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